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はじめに

本書を手に取ってくださった方は、おそらくこんな状況にいるのではないでしょうか。


	高齢者の訪問介護だけでは経営が成り立たなくなってきた

	障がい者の分野に参入したいが、何から始めればいいかわからない

	現場のヘルパーが「障がいの方への対応に自信が持てない」と言っている

	利用者さんが増えない、または途中で契約解除になることが多い



本書は、そういった悩みを持つ訪問介護事業者・サービス提供責任者・ヘルパーのために書いた実践書です。

障がい者の訪問介護（居宅介護）は、老人介護とは制度も利用者の状況もヘルパーの動き方も根本的に違います。しかし、その「違い」を丁寧に学べる機会が、現場にはほとんどありません。

本書では、制度の基礎知識から顧客開拓、アセスメント、サービス計画、実際の介助技術、スタッフへの落とし込みまでを一冊にまとめました。老人介護の知識・経験は決して無駄ではありません。それを土台に、障がい者支援の「考え方の違い」を積み上げることが、本書のねらいです。

「難しそう」と思わず、まずは読み進めてください。きっと「そういうことか」と腑に落ちる瞬間が来ます。






第1章　なぜ今、障がい者介護なのか


訪問介護が揺れている

2024年の上半期だけで、訪問介護事業所の倒産は40件にのぼり、前年同期比42.8％増という過去最悪の数字を記録しました。原因は主に二つ。2024年介護報酬改定での訪問介護報酬の引き下げと、物価・人件費の上昇が重なったことです。

「身体介護」「生活援助」といった高齢者向けサービスは、今後も単価の大幅な引き上げは見込みにくい状況が続いています。一方で、ヘルパーの確保は年々難しくなり、採用・育成コストは上がり続けています。

経営努力だけで乗り切れる限界が、多くの事業所で訪れています。



障がい者福祉市場の拡大

一方、障がい者向けの福祉サービス（障害福祉サービス）の市場は、この10年で約2倍に拡大しています。背景にあるのは、障害者総合支援法の整備・拡充です。2013年の同法施行以降、利用対象者が広がり、難病患者・精神障がい者・発達障がいの方なども正式に対象となりました。




	指標
	状況





	高齢者訪問介護の市場
	横ばい〜微減。2024年報酬引き下げ



	障がい者居宅介護の市場
	拡大傾向（10年で約2倍）



	報酬改定の方向性（障がい）
	比較的安定。加算の充実傾向



	参入事業所数（障がい）
	地域によってはまだ少なく、競合が少ない







障がい者介護に踏み出した事業所が直面する現実

活路を求めて参入した事業所の多くがこんな状況に陥っています。


	「開業したはいいが、利用者をどうやって増やせばいいかわからない」

	「ヘルパーが障がいのある方への対応に慣れず、現場が不安定だ」

	「初任者研修では障がい者の実技がほとんどなく、スタッフが自信を持てない」

	「相談支援専門員との連携のやり方がわからない」

	「支給量や計画相談の仕組みがよく理解できていない」



これは個々の事業所の問題ではありません。老人介護の経験だけでは、障がい者支援に必要な知識と技術が身につかない構造的な問題です。



この本が必要な理由

障がい者の訪問介護では、ヘルパーの役割が高齢者介護とは大きく違います。ケアマネジャーがいない分、ヘルパー自身が利用者さんにどんなサービスが使えるかを伝え、一緒に考えていく力が求められます。

本書は、障がい者訪問介護に参入した事業者・ヘルパーが「次の一手」を見つけ、利用者さんの生活を本当の意味で支えられるようになるための実践ガイドです。


本書で学べること


	顧客（利用者・契約）の増やし方

	障がい種別ごとのアセスメントの進め方

	ケアマネなしでのサービス計画の立て方

	身体・知的・精神・難病それぞれの介助技術

	ヘルパーへの知識と技術の伝え方











第2章　同じヘルパーなのに、なぜ通用しないのか

「家に行って介助する」は同じ。でも中身はまったく違う。

高齢者の訪問介護も、障がい者の訪問介護（居宅介護）も、ヘルパーが自宅を訪問して支援するという点は同じです。しかし実際に現場に入ると、ほとんどすべてが違います。新規開業した事業所の多くが最初につまずくのは「同じだろう」という思い込みです。


違い①　制度が違う

高齢者の訪問介護は「介護保険法」で動いています。一方、障がい者の訪問介護は「障害者総合支援法」という全く別の法律です。使えるサービスの種類、申請の手続き、報酬の計算方法、すべてが別の制度です。高齢者介護の感覚でそのまま請求手続きをすると、請求ミスが起きます。




	介護保険（高齢者）
	障害福祉サービス（障がい者）





	介護保険法
	障害者総合支援法



	ケアマネジャーがサービスを調整
	相談支援専門員が計画を立てる（不在の場合も多い）



	要介護認定（要支援1〜要介護5）
	障害支援区分（区分1〜6）



	1割〜3割負担（所得に応じて）
	原則1割負担（低所得者は0円）



	サービス計画：ケアプラン
	サービス計画：サービス等利用計画



	国保連への請求（介護）
	国保連への請求（障がい・別システム）







違い②　司令塔が違う

高齢者介護にはケアマネジャーがいます。何か困ったことがあればケアマネに相談できます。サービスの計画もケアマネが立てます。ヘルパーはケアプランに沿って動けばよい。

障がい者の分野には「相談支援専門員」がその役割を担いますが、数が圧倒的に足りていません。厚生労働省の調査（2023年）によると、相談支援専門員1人あたりの担当件数は全国平均で約70件。地域によっては100件以上を抱えているケースもあります。

その結果、利用者さんが「セルフプラン」（自分でサービス等利用計画を作成すること）を選ばざるを得ない状況も珍しくありません。ヘルパーが利用者さんから「どんなサービスが使えるの？」と聞かれたとき、答えられなければ信頼を失います。


ポイント：「ケアマネがいるから大丈夫」という発想を捨て、自分でも制度を理解する意識が必要です。





違い③　利用者さんの状態が違う

高齢者の利用者さんは、加齢による身体機能の低下が中心です。障がい者の利用者さんは年齢や障がいの種別によって状況がまったく異なります。




	障がい種別
	主な特徴
	ヘルパーが注意すること





	身体障がい
	脊髄損傷・ALS・脳性麻痺など。身体は動かないが思考は明確
	利用者の意思決定を最優先。過剰な介助をしない



	知的障がい
	コミュニケーションや認知に困難がある
	わかりやすい言葉で伝える。ルーティンを大切にする



	精神障がい
	うつ・統合失調症・双極性障がいなど。体調の波が大きい
	関係づくりを最重視。状態の変化に敏感になる



	難病
	ALSや筋ジストロフィーなど。進行性で日々変化
	今日の状態を必ず確認。昨日と同じ対応が通じないことも





特に注目したいのが精神障がいです。平成28年に精神障がいが障害福祉サービスの対象として明確に位置づけられてから、うつ病・統合失調症などを抱える若い利用者さんが増えています。20代・30代の方と関わる機会も珍しくありません。第6章で詳しく解説します。



違い④　ヘルパーの動き方が違う

高齢者介護では、ケアプランに書かれたことをしっかりこなすことが基本です。障がい者支援では、利用者さんが「自分らしく生きる」ことを支えるのが目的です。指示を受けて動くのではなく、利用者さんの意思を尊重しながら一緒に考えて動く姿勢が求められます。


高齢者介護 vs 障がい者支援　根本的な考え方の違い


	高齢者介護：「できないことを補う」支援

	障がい者支援：「自分でやりたいことを実現する」ための支援

	→ ヘルパーが先に動いて「やってあげる」ではなく、利用者の意思を聞いてから動く











第3章　顧客の見つけ方

障がい者訪問介護において、利用者さん（顧客）は自然には来ません。高齢者介護のように「地域のケアマネに顔を売る」だけでは、ほとんど利用者は増えません。障がい者福祉には独自のルートがあります。


最重要キーパーソン：相談支援専門員を知る

障がい者の分野で「ケアマネに相当する存在」が相談支援専門員です。利用者さんにどのサービスを使うかを一緒に考え、「サービス等利用計画」を作成する役割を担います。事業所を知ってもらい、信頼してもらうためには、この相談支援専門員との関係構築が最優先です。


相談支援事業所へのアプローチ方法


	市区町村の障がい福祉課から「指定相談支援事業所一覧」を入手する

	事業所に電話し「ご挨拶に伺いたい」と依頼する

	初回訪問では自社の強み・対応できる障がい種別・対応可能時間帯を一枚にまとめた資料を持参する

	月に一度はニュースレターや実績報告を送り、顔を覚えてもらう

	困ったときに電話一本で相談できる関係を作る




ポイント：「初回の訪問で利用者をくれ」は絶対に言ってはいけません。まず信頼関係を構築することだけに集中する。






もう一つの重要ルート：基幹相談支援センター

市区町村が設置する「基幹相談支援センター」や「地域生活支援センター」も重要な紹介元です。地域の福祉の総合相談窓口として機能しており、そこに登録・顔を出すことで認知度が高まります。



病院・医療機関との連携

精神科・神経内科・リハビリ科などの病院のソーシャルワーカー（MSW）も重要な紹介元です。退院後の在宅生活を支える事業所を探しているケースが多くあります。


	精神科病院の退院支援担当者に挨拶に行く

	「退院後の在宅生活の立ち上げに関わります」とアピールする

	地域の医療・福祉連携の会議（地域自立支援協議会など）に積極的に参加する





特別支援学校・就労支援事業所との連携

知的障がいや発達障がいの若い利用者さんを増やしたい場合、特別支援学校の進路担当や、就労移行支援・就労継続支援B型などの事業所との連携が有効です。卒業後・通所中の生活を支える居宅介護事業所を探しているケースが多くあります。



当事者・自立生活センターへのアプローチ

身体障がいの利用者を増やしたい場合、障がい当事者が運営する「自立生活センター（CIL）」へのアプローチが有効です。自立生活センターは当事者自身が事業運営に関わっており、信頼できるヘルパー事業所を求めています。



ウェブ・SNSでの認知拡大

障がいのある方やその家族が「居宅介護 ○○市」などで検索することは珍しくありません。Googleビジネスプロフィールへの登録・更新、ホームページの整備は必須です。


	Googleビジネスプロフィールに対応障がい種別・対応時間帯を明記する

	「障がい者訪問介護 ○○市」でSEO対策をする

	Instagram・Facebookで日々の活動や制度情報を発信する




ポイント：「事業所のことを知ってもらう」ことと「信頼してもらう」ことは別です。認知は広告、信頼は実績と関係です。









第4章　アセスメントのやり方

アセスメントとは、利用者さんの状況を把握し、どんな支援が必要かを明らかにするプロセスです。高齢者介護でも行いますが、障がい者支援ではその視点と方法が大きく異なります。


障がい者アセスメントの基本姿勢

最も重要なのは「何ができないか」ではなく「何をしたいか・どう生きたいか」を聞くことです。高齢者介護では「できなくなったこと」を補う視点が中心になりがちですが、障がい者支援では「その人の意思・希望」が出発点です。


アセスメントで聞く三つの軸


	① 本人の希望・やりたいこと（Will）

	② 現在できていること・できないこと（Skill）

	③ 環境・周囲の状況・家族関係（Environment）







初回面談の進め方


	事前準備：サービス等利用計画（あれば）を読み、支援区分・障がい種別を把握しておく

	挨拶・信頼関係の構築：最初は雑談でいい。緊張をほぐすことが大切

	本人の希望を聞く：「どんな生活をしたいですか？」から始める

	困っていることを聞く：「今、一番困っていることは何ですか？」

	一日の流れを確認する：起床から就寝まで何をしているかを確認

	家族・同居者の状況を確認する

	医療的なケアの有無を確認する（服薬・通院・訪問看護など）

	現在利用中のサービスを確認する（重複・抜け漏れの把握）




ポイント：初回で全部聞こうとしなくていい。「今日は少し話を聞かせてください」という姿勢が信頼を生みます。





障がい種別ごとのアセスメントのポイント


身体障がいの場合


	麻痺・拘縮の部位・程度を確認する（主治医の意見書・診断書があれば参照）

	本人が「自分でできること」と「してほしいこと」を明確に分けて聞く

	使用している福祉用具（車椅子・電動ベッドなど）の種類・操作方法を確認する

	緊急時の連絡先・対応方法（訪問看護との連携体制など）

	コミュニケーション方法の確認（ALS等では文字盤・視線入力装置を使うことも）





知的障がいの場合


	言葉の理解度と表現能力を確認する（平易な言葉・絵カードが必要か）

	ルーティン・こだわりの把握（変化に弱いため、順序・方法を固定することが大切）

	保護者・支援者から「本人が好きなこと・嫌いなこと」を事前に聞く

	感覚過敏の有無（音・においに敏感な場合がある）

	パニック時の対応方法を家族・事業所で共有しておく





精神障がいの場合


	現在の体調の「波」のパターンを聞く（好調・不調の周期や兆候）

	服薬の状況（種類・時間・自己管理か家族管理か）

	主治医・訪問看護との連携体制

	不調時に「してほしいこと・してほしくないこと」を確認しておく

	過去に支援が途切れた経緯（あれば）を家族・前事業所から確認する




ポイント：精神障がいのアセスメントでは「今日の状態」を毎回確認することが習慣になります。昨日と今日は違います。





難病の場合


	疾患名と進行状況を確認する（ALSなら呼吸器の使用状況、筋ジストロフィーなら筋力の低下段階など）

	医療的ケアの有無（吸引・経管栄養・人工呼吸器管理など）

	訪問看護・医師との役割分担を明確にする

	本人・家族の心理的状況（進行性の疾患は精神的負担が大きい）

	将来の希望（在宅で最期まで過ごしたいか、など）を丁寧に確認する










第5章　サービス内容の計画と提案

障がい者の訪問介護では、ケアマネジャーがいない分、ヘルパーやサービス提供責任者が「何のサービスをどう組み合わせるか」を利用者と一緒に考える場面が増えます。制度を知り、選択肢を提示できるスタッフが、利用者から信頼されます。


居宅介護で使えるサービスの種類




	サービス名
	内容





	身体介護
	入浴・排泄・食事・移動など身体に直接触れる介助



	家事援助
	調理・洗濯・掃除・買い物など日常生活の家事



	通院等介助（身体伴う）
	通院・外出時の移動介助（身体介護を伴う場合）



	通院等介助（身体伴わない）
	外出時の同行・付き添い（身体介護を伴わない）



	重度訪問介護
	重度の肢体不自由者や行動障がい者への長時間・総合的な支援





利用者さんの障害支援区分・状態・希望に応じて、これらを組み合わせてサービス提供計画を作成します。



支給量とサービス計画の仕組み

障がい者のサービスには「支給量」という概念があります。市区町村が「1ヶ月に何時間まで使えるか」を決定し、その範囲内でサービスを受けます。支給量は「障害支援区分」と「本人の状況・希望」「家族の状況」などを勘案して決まります。区分が同じでも支給量は人によって異なります。


支給量が少ないと感じたとき

支給量は申請によって変更できます。ヘルパーが「もっと時間が必要だと思う」と感じたら、相談支援専門員か市区町村の障がい福祉課に相談することを利用者に伝えましょう。支給量の増減申請の際には、事業所からの意見書・モニタリング記録が参考資料になります。





個別支援計画の作成

居宅介護事業所は「個別支援計画」を作成することが義務づけられています（サービス提供責任者が担当）。


	利用者の状況（障がい種別・支援区分・生活状況）

	本人の意向・希望

	支援目標（長期・短期）

	具体的なサービス内容（曜日・時間・支援内容）

	支援上の留意事項

	緊急時の対応方法



計画は作って終わりではありません。定期的なモニタリング（状況確認・計画の見直し）が必要です。少なくとも6ヶ月に1回は見直すことが推奨されます。



利用者へのサービス情報の伝え方

ケアマネがいない環境では、ヘルパーが「使えるサービスを知っている人」であることが大きな価値を持ちます。ただし「あれもこれもできます」と一度に伝えるのは逆効果です。


	まず今困っていることを聞く

	その困りごとに対応できるサービスを一つ提案する

	利用者が理解したら、次の選択肢を提示する

	「もっと詳しく知りたい場合は相談支援専門員に聞いてみましょう」と橋渡しする




ポイント：ヘルパーは「制度の販売員」ではありません。利用者が自分で選べるよう情報を整理する「案内役」です。









第6章　介助の実際

ここからは現場の実践です。障がい種別ごとに「どう関わるか」「何に気をつけるか」を具体的に説明します。


身体介護の基本：「やってあげる」から「一緒にやる」へ

身体障がいのある方への介助で最も大切なのは「本人の意思確認」です。「手伝いましょうか？」「どのようにしますか？」と必ず聞いてから動きます。


	入浴介助：好みの温度・洗う順番・洗い方を最初に確認する

	排泄介助：タイミングは本人が決める。急かさない

	移動介助：「こちらでやります」ではなく「どうしますか？」

	食事介助：「スプーンで食べますか？フォークですか？」と選択肢を提示する




ポイント：身体に障がいがあっても、判断力は健全です。「できないから代わりにやってあげる」という発想が最も大きなミスです。





知的障がいの方への関わり方

知的障がいのある方への支援では「ルーティン」と「わかりやすさ」が鍵です。


コミュニケーションのポイント


	一文を短くする。「○○してください」と一つずつ伝える

	「〜してはいけません」より「〜しましょう」と肯定形で伝える

	絵・写真・実物を使って視覚的に伝える

	「わかりましたか？」ではなく「どうしますか？」と確認する（返事をあわせてしまう方もいる）





パニックへの対応

急な変化・予定外のことが起きるとパニックになることがあります。


	まず静かな場所へ移動し、刺激を減らす

	「大丈夫だよ」と落ち着いた声で繰り返す。大声や早口はNG

	本人が落ち着くまで待つ。急かさない

	落ち着いたら「何が嫌だったか」を一緒に確認する




ポイント：パニックの原因は「急な変化」「感覚刺激」「コミュニケーションのすれ違い」のどれかであることが多い。






精神障がいの方への関わり方（特に重要）

精神障がいのある方の支援は、障がい者訪問介護の中で最も「関係性」が問われる領域です。利用者さんの多くは過去に「人に傷つけられた」「見捨てられた」経験を持っています。まず「この人は信頼できる」と思ってもらうことが、すべての支援の土台になります。


主な診断別の特徴と対応




	診断名
	主な症状・特徴
	ヘルパーの関わり方のポイント





	うつ病
	気力・意欲の低下、睡眠障がい、悲観的思考
	「頑張って」は禁句。安定した存在であることが大切



	統合失調症
	幻聴・妄想・感情の平坦化
	妄想には否定も肯定もしない。「そう感じているんですね」と受け止める



	双極性障がい
	躁状態と抑うつ状態が繰り返す
	躁状態のときに大きな決断をさせない。波を日頃から記録する



	発達障がい（ASD）
	対人関係・コミュニケーションの困難、こだわり
	変化を事前に伝える。明文化したルールで動く



	発達障がい（ADHD）
	注意散漫・衝動性・時間管理の困難
	一度に多くのことを頼まない。優先順位を一緒に決める







日常の関わりで大切なこと


	毎回同じ時間に、同じヘルパーが来ること（一貫性が信頼を生む）

	小さな変化（表情・言葉・部屋の様子）を見逃さない

	「調子はどうですか？」と毎回聞く習慣をつける

	不調のサインを事前に家族・訪問看護と共有しておく

	「こうしなければならない」という態度を取らない





不調・危機状態への対応

精神障がいのある方が不調になったとき、ヘルパーが最初に気づくことが多いです。


	まず落ち着いた声で「最近どうですか？」と聞く

	「死にたい」「消えたい」という言葉が出たら、決して一人にしない

	主治医・訪問看護・家族に速やかに連絡する

	「あなたのことが心配です」と伝える（責めない、急かさない）

	緊急時の連絡先（精神科救急・かかりつけ医）を事前に手帳に書いておく




絶対にしてはいけないこと


	「しっかりしてください」「気の持ちようですよ」と精神論を言う

	「前はできてたじゃないですか」と比較する

	「大丈夫ですよね？」と無理に安心させようとする

	不調の状態で利用者を一人にして帰る








難病の方への関わり方

難病（指定難病・神経難病など）のある方への支援では「進行性」への対応が鍵です。昨日できていたことが今日はできなくなっている、ということが起きます。


	訪問前に「今日の状態」を確認する電話・メッセージを習慣にする

	体調変化を細かく記録し、訪問看護・主治医と共有する

	「できなくなったこと」に焦点を当てず「まだできること」を一緒に確認する

	医療的ケア（吸引・経管栄養など）は訪問看護師からの指導を受けたうえで対応方針を決める

	本人・家族の精神的サポートも意識する（将来への不安が強い）




ポイント：難病の方は「制度に詳しいヘルパー」を必要としています。利用できるサービス・給付金・相談窓口の情報を積極的に提供しましょう。





家事援助・生活支援のポイント

家事援助は「きれいにすること」が目的ではありません。「利用者が自分らしく生活できる環境を維持すること」が目的です。


	「どの程度きれいにしたいか」を本人に確認する。完璧な清潔さにこだわらない

	利用者がやりたい家事は手伝う形で。全部ヘルパーがやってしまわない

	冷蔵庫の中身・消費期限・食材の量を毎回確認する習慣をつける

	部屋の変化（新しいもの・なくなったもの）に気づく観察力を持つ




ポイント：「ヘルパーが来ると部屋がきれいになる」だけではなく「ヘルパーが来ると生活が整う」という関係を目指す。









第7章　ヘルパーの育て方・伝え方

現場のヘルパーに障がい者支援の知識と姿勢を伝えることは、事業所全体の支援の質を決めます。研修や日々のフォローアップのやり方を解説します。


老人介護経験者に伝えるべき「発想の転換」

長年高齢者介護をしてきたヘルパーは、無意識に「してあげる」という姿勢が染みついています。それ自体は悪いことではありませんが、障がい者支援では「その人の意思で動く」という発想への切り替えが必要です。




	高齢者介護での習慣
	障がい者支援で必要な転換





	「転倒しないように」安全最優先で動く
	本人が望むなら、多少のリスクがあっても本人の選択を尊重する



	「早く終わらせる」効率重視
	本人のペースに合わせる。急かさない



	「こうしたほうがいい」とアドバイスする
	まず「どうしたいですか？」と聞く



	「何でも手伝う」が優しさ
	できることはやってもらう。自立を支える



	利用者を「患者」として扱う
	利用者を「生活者・主体者」として関わる







新任ヘルパー向け研修プログラムの例




	タイミング
	研修内容
	方法・目安時間





	採用直後（1週間以内）
	障害者総合支援法の基礎・老人介護との違い
	座学・資料配布 60分



	初回同行前
	担当利用者のアセスメント情報の共有・注意事項
	個別説明 30分



	初回同行後
	訪問の振り返り・気になった点の確認
	サ責との面談 15分



	毎月
	事例検討会（担当利用者の変化・困りごとの共有）
	グループ 60分



	四半期ごと
	障がい種別研修（身体・知的・精神・難病をローテーション）
	座学＋演習 90分



	年1回以上
	虐待防止・権利擁護研修
	座学・事例検討 60分







サービス提供責任者のフォローアップの仕組み

サービス提供責任者（サ責）は、ヘルパーと利用者の間をつなぐ要です。定期的なフォローアップなしに、現場の質は保てません。


	初回訪問後48時間以内に電話で「困ったことはありましたか？」と確認する

	月に1回はヘルパーと個別面談を行い、気になる利用者・精神的なしんどさをヒアリングする

	記録（訪問記録）を週1回はチェックし、変化・懸念点を見落とさない

	「報告しやすい雰囲気」を作ることが最大のリスク管理




ポイント：ヘルパーが「これを言ったら怒られるかな」と感じる事業所は、早晩問題が起きます。





ヘルパーのメンタルヘルスを守る

精神障がいの利用者を担当するヘルパーは、特に感情的な負荷がかかりやすいです。「自分がもっとやれば」という罪悪感や、過度な感情移入（共依存）が起きることもあります。


	「ヘルパーにできることとできないことがある」と明確に伝える

	「辛かった」と言えるチームの雰囲気を作る

	担当ヘルパーが困難な状況に一人で向き合わないよう、サ責が常にバックアップする

	必要に応じてEAP（従業員支援プログラム）や外部相談窓口を紹介する





権利擁護と虐待防止

障がいのある方は、コミュニケーションや社会的立場の関係から、権利侵害・虐待を受けやすい状況にあります。事業所として明確な姿勢を持つことが求められます。


虐待の種類（法律で定義されているもの）


	身体的虐待：叩く・拘束するなど

	心理的虐待：怒鳴る・無視する・馬鹿にするなど

	経済的虐待：お金を管理して渡さない、勝手に使うなど

	性的虐待：性的な行為を強要するなど

	ネグレクト：必要な支援をしない、放置するなど





虐待は「意図的な悪意」だけでなく、「疲弊・無知・習慣化」から起きることがあります。定期的な研修と、気づきを報告できる仕組みが予防の基本です。







おわりに

本書を最後まで読んでくださり、ありがとうございます。

障がい者訪問介護は、老人介護とは「別の仕事」です。でも、それは「難しい仕事」ということと同義ではありません。

利用者さんの話をきちんと聞き、その人の希望を中心に置いて動く。この原則は、老人介護と変わりません。違うのは、その「仕組み」と「発想の向き」です。

本書で学んだ知識は、明日からの現場で少しずつ使ってください。完璧にすべてができなくていいです。「昨日より少し、利用者さんの気持ちがわかった」という積み重ねが、やがて事業所全体の力になります。

障がいのある方の「自分らしい生活」を支える仕事を、誇りを持って続けてください。

河津充男

株式会社マハー　代表取締役

高齢者メンタルケアリスト協会　会長






巻末資料


資料①　障害者総合支援法　主なサービス一覧




	サービス名
	概要





	居宅介護（ホームヘルプ）
	自宅での身体介護・家事援助・通院介助



	重度訪問介護
	重度障がい者への長時間・総合的な支援



	同行援護
	視覚障がい者の外出時の情報提供・移動支援



	行動援護
	行動上の困難がある知的・精神障がい者への外出支援



	短期入所（ショートステイ）
	介護者の病気・休息のための一時的な入所支援



	就労移行支援
	就労を目指す障がい者への訓練・求職活動支援



	就労継続支援A型・B型
	雇用契約あり（A型）・なし（B型）での就労機会の提供



	グループホーム（共同生活援助）
	障がい者が共同生活を送るための住居と支援







資料②　初回訪問時のチェックリスト


	□ 障がい種別・診断名の確認

	□ 障害支援区分・支給量の確認

	□ サービス等利用計画（または暫定計画）の確認

	□ 主治医・訪問看護の有無と連絡先

	□ 緊急連絡先（家族・後見人など）

	□ 使用中の薬の確認（薬手帳など）

	□ 利用者の「してほしいこと・してほしくないこと」の確認

	□ コミュニケーション方法の確認

	□ 不調時のサインとその対応方法

	□ 前のサービス事業所がある場合はその経緯の確認





資料③　主な相談・連絡先




	相談先
	役割・使いどころ





	市区町村の障がい福祉課
	支給量・認定に関する相談、指定事業所一覧の入手



	基幹相談支援センター
	地域の総合相談窓口。事業所の情報提供先にもなる



	相談支援事業所
	個別の利用者のサービス等利用計画の作成・調整



	精神科救急情報センター（都道府県）
	精神障がい者の緊急時・夜間の相談



	日本障害者虐待防止センター
	虐待の相談・通報



	自立生活センター（CIL）
	身体障がい当事者の視点からの相談・連携







EPUB/images/cover.jpg
HWEEE - ANLN—@TF

EHVE
EhRITTES

BUHTTS
9 %

EANEDO S DI - SAZRDIC
BEE -ANIVIN—DfdIc

HEER EERE 0 B 25 7

o

|
‘I

l
)
A

s =11

L

BB EEET v 77— T 2—

A

EREE =

RS /N\— KREFR / BHEX VT ILT 7Y A MR &R






